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入札説明書 

 

平成３０年１０月９日付けで公告した「（仮称）地域小規模児童養護施設一宮学園新築工事」に係る一般

競争入札については、入札公告及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）建 築 主 

社会福祉法人児童愛護会 理事長 白井 陽 

（２）工 事 名 

（仮称）地域小規模児童養護施設一宮学園新築工事 

（３）工事を施工する場所 

千葉県長生郡一宮町一宮字中川２５２９－２ 

（４）工事期限 

平成３０年１１月１２日から平成３１年８月２５日まで 

（５）工事の概要 

ア 事業内容   地域小規模児童養護施設（定員６名×２ユニット 合計１２名） 

イ 敷地面積   ５３４㎡ 

ウ 規模及び構造 木造 地上２階建て 

建築面積 １７７．３８㎡ 延床面積 ３３１．３３㎡ 

エ 工事内容   建築工事、電気設備工事、給排水衛生工事、空調換気設備工事、外構工事ほか 

（６）予定価格 

落札決定後公表とする。 

（７）入札方式 

一般競争入札 

（８）その他 

本件は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）に基づき、分別解

体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務づけられた工事である。 

（９）問い合わせ先 

〒２９９－４３０１ 

千葉県長生郡一宮町一宮３８９ 

社会福祉法人児童愛護会 一宮学園 地域小規模児童養護施設開設準備室 担当 蛭田 

電話番号 ０４７５（４２）２０６９ 

ＦＡＸ番号 ０４７５（４２）３５４５ 

電子メールアドレス sjig@atlas.plala.or.jp 

 

 

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。 

（１）千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者の

うち、建築一式工事について建設業法に定める特定建設業の許可を受けている者で、千葉県建設工

事請負業者等指名停止措置要領に基づく指名停止措置を、本工事の一般競争入札参加資格確認申請

書提出期限日から本工事の開札の時までの間、受けていない者。 

（２）平成３０年１０月９日現在の資格者名簿における建築一式工事の格付けがＡまたはＢ等級 

である者。 

（３）長生郡、茂原市、夷隅郡、いすみ市、市原市、袖ヶ浦市、木更津市、君津市、富津市、大網白里

市、東金市、山武郡、山武市、八街市、千葉市、に本店又は建設業法に基づく許可を得た営業所が

ある者。 

（４）１級建築士又は１級建築施工管理技士の資格を有する者で、監理技術者資格者証を有する者を本

工事に専任で配置できる者。 

（５）過去１５年間（本入札公告の前年度までの１５か年度間に当該年度の入札公告の日までを加えた
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期間（平成１５年４月１日～平成３０年１０月９日））に、木造の社会福祉施設の新築・増築又は改

築に係る建築一式工事を元請（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０％以上の場合の

ものに限る。）として施工した実績がある者。 

（６）上記１に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関

連がないこと。 

ア 本工事に係る設計業務等の受託者 

商 号  株式会社 榎本建築設計事務所 

所在地  千葉県千葉市中央区長州２丁目８番５号 

イ 当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者 

① 当該受託者の発行済株式総数の 100分の 50を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100

分の 50を超える出資をしている者。 

② 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者。 

（７）過去１年間に、千葉県の補助金を受けて整備される社会福祉施設等の入札に参加し、落札したの

にも関わらず、契約を辞退した経験がある者でないこと。 

（８）次の届出の義務を履行していない者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。 

ア 健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 48条の規定による届出の義務 

イ 厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）第27条の規定による届出の義務 

ウ 雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）第７条の規定による届出の義務 

（９）地方自治法施行令第 167条の４の規定のほか、次の各号に該当しない者。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本工事の入札日前６か

月以内に手形、小切手を不渡りした者。 

イ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生

手続開始決定がされていない者。 

ウ 民事再生法（平成 11年法律第 225号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生

手続開始決定がされていない者。 

（10）千葉県経常建設共同企業体取扱要領に基づき結成された経常建設共同企業体（以下「経常ＪＶ」

という。）に必要な資格に関する事項 

ア 経常ＪＶとして、上記（２）の要件を満たしていること。 

イ 経常ＪＶすべての構成員が上記（１）、（３）、（４）、（６）、（７）、（８）、（９）及び（10）の要

件を満たしていること。 

ウ 経常ＪＶいずれかの構成員が上記（５）の要件を満たしていること。 

エ 経常ＪＶで参加した場合には、その構成員は参加することができない。 

 

３ 入札参加資格の確認等 

本工事の入札参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書（別添資料１）及び関係資料（以

下「資格確認資料」という。）を次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

（１）資格確認資料の提出期間等 

ア 期  間  平成３０年１０月９日から平成３０年１０月２３日まで（土日、祝日を除く。） 

イ 時  間  午前９時から午後５時まで 

ウ 提 出 先  上記１（９）に持参又は郵送（必着） 

エ 提出部数  ２部 

（２）入札参加資格の確認結果通知 

平成３０年１０月２４日に入札参加資格確認結果通知書により通知（発送）する。 

（３）その他 

ア 資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 

イ 提出された資格確認資料は、申請者に返却しない。 

なお、公表し、また無断で使用することはしない。 

 

４ 契約条項等を示す場所 

本工事に係る契約書案、設計図面及び仕様書（以下「設計図書等」という。）の配付等は、次のとお

り行う。 
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（１）設計図書等の配付 

平成３０年１０月１０日より一宮学園ホームページ上でダウンロード配布する。 

（２）設計図書等に対する質問 

設計図書等に対する質問がある場合は、社会福祉法人児童愛護会理事長宛てに書面により提出す

ること。 

ア 提出期間  平成３０年１０月２９日の午後５時まで（必着） 

イ 提 出 先  上記１（９） 

ウ 提出方法  書面（書式自由、ただし規格はＡ４判。図面はＡ３判Ａ４折り。）は、持参、郵送、

ＦＡＸ又は電子メール（着信を確認すること。）のいずれの方法でも可能とする。 

なお、書面には回答を受ける担当窓口の部署、氏名、電話及びＦＡＸ番号、電子

メールアドレスを併記するものとする。 

質問に対する回答は、平成３０年９月２０日の午後５時までに、すべての入札参加資格を有する

者に電子メールにより行う。 

 

５ 入札保証金  免除 

 

６ 入札書の金額 

落札決定に当たっては、入札書の金額に当該金額の 100分の 8に相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った

契約希望金額の 108分の 100に相当する金額とすること。 

 

７ 工事費内訳書の提出 

（１）本工事の入札参加を希望する者は、入札金額の内訳を記載した工事費内訳書を提出しなければな

らない。 

（２）工事費内訳書は、次の各号に定める事項を備えていること。 

ア 入札参加者名、工事名及び工事場所。 

イ 工事費の内訳となる各項目（細目別内訳まで）に対応した数量、単位、単価及び金額。 

（３）工事費内訳書は、封書にし、持参により第１回目の入札書提出時に入札書と併せて提出しなけれ

ばならない。 

（４）次の各号に該当した場合、重大な不備があるものとして、入札を無効とする。 

ア 工事費内訳書の提出がない場合。 

イ 工事費内訳書とは無関係な書類である場合。 

ウ 工事費内訳書に入札参加者名、工事名又は工事場所の記載がない場合。 

エ 工事費内訳書に押印が欠けている場合。 

オ 工事費内訳書に記載された内容から、明らかに他の工事の工事費内訳書であると発注者が判断

した場合。 

カ 工事費内訳書に直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等のそれぞれの金額とそ

の合計額（工事価格）の記載がない場合。ただし、直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一

般管理費等と同等な項目がある場合は、同様に取り扱うものとする。（以下、同じ。）。 

キ 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の合計額と工事価格とが異なる場合。 

ク 工事費内訳書の工事価格と入札額が異なる場合。 

（５）前（１）～（４）の取扱いは、千葉県が定める「千葉県発注工事の入札における工事費内訳書取

扱要領」（平成２７年３月１１日制定）に準ずるものとする。 

（６）落札者の工事費内訳書は受領し、落札者以外の工事費内訳書は返却する。 

 

８ 入札及び開札 

入札及び開札は、千葉県が定める入札約款（別添資料３）に準じて、次のとおり行う。 

（１）入札の執行 

資格確認の結果、資格を有すると認められた者が一人の場合には、特別な事情がない限り入札を

取りやめるものとする。 
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第１回目の入札が予定価格の制限の範囲内でない場合は、再度入札を行う。 

なお、再度入札の回数は１回とし、再度入札においても内訳書の添付を必要とする。 

（２）入札及び開札の日時及び場所 

ア 日時 平成３０年１１月８日 

イ 場所 千葉県長生郡一宮町一宮３８９ 

一宮学園会議室 

（３）入札書の提出方法 

入札参加者は、上記（２）の日時及び場所において入札書を提出するものとする。 

（４）最低制限価格 

本工事には、最低制限価格を設定する。当該最低制限価格の設定については、千葉県が発注する

工事又は製造の請負に係る入札において最低制限価格を設ける場合に準ずるものとする。 

（別添資料４） 

（５）入札の無効 

本公告に示した入札参加者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入

札約款等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

なお、入札参加資格を確認された者であっても、確認後、指名停止措置を受け入札時において指

名停止期間中である者は、入札に参加できない。 

（６）その他 

ア 入札参加者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 

イ 入札書、誓約書及び委任状には、工事名及び工事場所を入札参加資格確認結果通知書の記載に

従い記入すること。 

ウ 入札者が、代理人である場合においても、誓約書及び入札書には代表印を押印すること。 

エ 誓約書及び代理人が入札を行う場合の委任状の提出がない場合は、入札に参加することができ

ない。なお、委任状は、代理人の印では修正できない。 

オ 入札を希望しない場合は、参加しないことができるので、入札辞退届を持参又は郵送（入札日

の前日までに到達するものに限る。）により提出すること。 

 

 

９ 落札者の決定方法 

入札を行った者のうち、予定価格の範囲内であって、最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。 

落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引か

せて落札者を決定する。 

 

10 契約締結時期 

落札者の決定後、７日以内に契約を締結しなければならない。 

 

11 契約の保証 

落札者は、契約の締結と同時に、「別添資料５」に基づく保証を付さなければばらない。 

 

12 その他 

入札参加者は、契約書案及び千葉県が定める入札約款（別添資料３）を熟読し、遵守すること。 

 

（添付資料） 

・別添資料１ 一般競争入札参加資格確認申請書 

・別添資料２ 専任配置予定技術者の従事工事等の状況 

・別添資料３ 入札約款 

・別添資料４ 最低制限価格の設定について 

・別添資料５ 契約の保証について 

 



一般競争入札参加資格確認申請書 

 
平成  年  月  日 

 
  様 

 
住    所                 
商号又は名称                 

  代  表  者              印  
  （受 任 者）                 

 
一般競争入札参加資格確認申請書の提出について 

一般競争入札に参加を希望しますので、下記のとおり関係資料を提出します。 
なお、地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること及

び申請書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 
記 

１ 公告年月日   平成  年  月  日 
２ 工 事 名 
３ 工 事 箇 所 
４ 入札参加資格確認申請書記載責任者・連絡者氏名 
  電話番号    （   ）     ファクシミリ番号    （   ）     
５ 資格確認申請項目 

（１）資格者名簿における建築一式工事の格付（総
合点数） 

  (      点) 

（２）本店又は建設業法に基づく許可を得た営業所
所在地 

（千葉県内にある事務所） 
 

（３）専任配置予定の技術者 氏名 
生年月日 
（年齢） 

住所 
電話 

法令による免許 
公告した資格のみ、取得年及び登録
番号を記載すること。 

 

 
※現場管理実績の工事名・規模・
期間 

 

（４）同種工事の施工実績 

工 
事 
名 
称 
等 

工 事 名  
発 注 機 関 名  
施 工 場 所  
契 約 金 額  
工 期  
受 注 形 態 等 単体        共同企業体 

工 
事 
概 
要 
等 

規 模 等  
構 造 形 式  
工 法  
技術的特記事

項 
 

   ※公告において、専任配置の技術者に実績を求めた場合は、本欄に記入のこと。 
  



留意事項 

(1) 提出された申請書類のみで資格を判断できないとき、記載責任者に連絡してヒア

リングを行う場合がある。 

(2) 工事概要等は、公告において明示した当該工事と同種の工事の施工実績について

的確に判断できる必要最小限の具体的項目を設定すること。 

(3) 代表者から委任を受けている場合は、申請者名は支店長等名で差し支えない。 

(4) 専任配置予定技術者が申請時に他工事に従事している場合は、別葉（任意様式）

に従事状況及び落札時の対応措置について記載すること。 

落札後に技術者が配置できず、契約できない場合は指名停止等の恐れがあります。 

なお、特段の理由がなく提出した配置予定技術者を変更することはできない。 

 

説明資料 

次の資料を添付すること。 

（１）千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿「登載通知書」の写し 

（２）有効な経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し 

（３）建設業許可申請書の写し（当該営業所が確認できるページのみでよい） 

   ※県内に本店のある者は、（３）は不要である。 

（４）当該技術者の監理技術者資格者証及び社会保険標準報酬月額決定通知書の写し 

   （他の者の氏名・報酬等は、マジックインク等で消すこと。） 

   【県内業者においては、経営事項審査技術職員名簿２０００５帳票（写）経審受

付印 

押印済みのもので代用を可とする。】 

（５）同種工事の契約書かがみ等の写し（発注者・工事名・契約金額・工事期間・受注

形態・工事概要・主たる構造等が確認できるもので、当初契約分のみで可。） 

（６）ＩＳＯ９００１の認証取得を示す登録証の写し 

 

申請書・添付書類確認項目表（必ず確認して提出すること。） 

項       目 確認欄 

（１）千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿「登載通知書」の写し  

（２）経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し  

（３）建設業許可申請書の写し  

（４）技術者の監理技術者資格者証及び社会保険標準報酬月額決定通知

書の写し【県 
 

（５）同種工事の契約書かがみ等の写し  

（６）ＩＳＯ９００１の認証取得を示す登録証の写し  

 



専任配置予定技術者の従事工事等の状況 

 
（提出日）平成  年  月  日 

１ 応募工事名 

入 札 の 種 類  

工 事 名  

工 事 箇 所  工種  

 
２ 専任配置予定技術者等の状況 

申請等会社名  建設業許可番号  

（フリガナ） 

配置予定技術者名 
 

生年月日 

（西暦で記載） 

19 

  年  月  日 

監理技術者証番号  保有資格 （    ） 

（注）保有資格は、公告した要件の資格のみ、名称（資格者証に記載される略語による）及び登
録番号を記載してください。 

 

３ 申請時における専任配置予定技術者の従事工事の状況 

従事中工事名  (CORINS登録番号)            

発 注 機関 名  

工期（西暦） 20   年   月   日  ～   20   年   月   日 

従 事 役 職 監理技術者・主任技術者・現場代理人・その他（            ） 

本工事と重複

す る 場合 の 

対応措置 

 

（注１） 提出日現在で、専任配置予定の技術者が従事している工事（民間工事を含む）等の状
況を記載してください。なお、現在従事中の工事のない場合はその旨を明記し、また、
兼務工事のある場合は、本用紙を複写して記載してください。 

（注２） 本工事と重複する場合の対応措置については、具体的な内容について記載するととも
に、適宜確認資料を添付してください。 

 

４ 本調書作成者 

所属部課名            氏名           電話            

行政庁記入欄 （申請者は記入しないこと） 

 １ CORINS等への登録に問題はない。 
 ２ 現在従事中の工事がある。 
 ３ 申請等会社名と監理技術証上の所属会社名が異なる。 
 ４ 公告又は公募した要件の資格を有していない。 
 ５ 該当する監理技術者資格者証情報がない。 
 ６ その他 

 



入札約款 

 

平成３０年１０月９日 

（目的）  

第１条 社会福祉法人児童愛護会の発注に係る工事又は製造の請負及び調査、測

量、設計等の委託の契約に係る競争入札を行う場合における入札その他の取扱

いについては、法令に定めるもののほか、この入札約款の定めるところによる

ものとする。 

（入札等）  

第２条 入札参加者は、図面、仕様書、契約書案、現場等を熟覧の上、入札しな

ければならない。この場合において、図面、仕様書、契約書案等について疑義

があるときは関係職員の説明を求めることができる。 

２ 入札書は別記第１号様式により作成し、封かんの上、入札参加者の商号又は

名称、入札件名及び開札日時を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに入

札箱に投入しなければならない。  

３ 入札参加者は代理人をして入札させるときは、別記第２号様式による委任状

を持参させなければならない。 

４ 入札参加者又はその代理人は、入札の前に別記第３号様式による誓約書を提

出しなければならない。 

５ 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をす

ることはできない。 

６ 入札参加者は、① 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 ② 破産

手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ③ 暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律 （平成３年法律第７７号）第３２条第１項各号に掲げる者に該

当する者を入札代理人とすることはできない。 

７ 入札参加者は、入札書を入札箱に投入した後は、開札前後を問わず、入札書

の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

（入札辞退） 

第３条 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札書

を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。予定価格の制限の

範囲内の価格をもって入札をした者がいないときに再度の入札を行う場合も、

また同様とする。 

２ 入札参加資格がある旨の確認を受けた者又は指名を受けた者は、入札を辞退

するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 



（１）入札執行前にあっては、入札辞退届（別記第４号様式）を契約担当者に直

接持参し、又は郵送（入札日の前日までに到達するものに限る。）して行う。 

（２）入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札

を執行する者に直接提出して行う。 

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱

いを受けることはない。 

（公正な入札の確保） 

第４条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律 第５４号 以下「独禁法」という）等に抵触する行為を行なって

はならない。 

２ 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札価格、入札意思又

は工事費内訳書その他提出する書類（次項において「入札書等」という。）につ

いていかなる相談も行なわず、独自に価格を定めなければならない。 

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格、入札

意思又は入札書等を開示してはならない。 

４ 入札参加者は、入札前に他の入札参加者の入札意思をさぐる行為をしてはな

らない。 

（入札の取りやめ等） 

第５条 入札参加者が談合し、又は談合の恐れがある不穏の行動をとるなど、入

札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入

札に参加させず、又は入札の執行を保留し、延期し、若しくは取りやめること

ができる。 

２ 入札参加者が一者である場合は、特別な事情がない限り入札をとりやめるも

のとする。ただし、低入札価格調査対象者については入札参加者として取扱

う。 

（無効となる入札） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

（１）入札に参加する資格を有しない者のした入札 

（２）委任状を持参しない代理人のした入札 

（３）所定の入札保証金を納付しない者のした入札（免除の場合を除く。） 

（４）記名押印を欠く入札 

（５）金額を訂正した入札 

（６）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

（７）明らかに談合であると認められる入札 

（８）同一事項の入札について他の入札参加者の代理人を兼ね、又は二人以上の



代理をした者の入札 

（９）低入札価格調査において、事情聴取に協力しない者及び調査報告書の提出

に代わる届出をした者及び契約担当者から指示された書類を規定の期限ま

でに提出しない者のした入札 

（10）入札手続において必要とされた書類に重大な不備があると認められた者の

した入札 

（11）予定価格を事前公表された入札において、予定価格を超える金額の入札 

（12）一般競争入札（総合評価方式）において、技術資料の提出がなかった者の

した入札 

（13）一般競争入札（総合評価方式）において、技術資料のうち施工計画が不適

切とされた者のした入札 

（14）その他入札に関する条件に違反した入札 

（失格となる入札）  

第７条 次の各号のいずれかに該当する入札は失格とする。 

（１）最低制限価格を設定した入札において、当該最低制限価格を下回る金額の

入札 

（２）再度の入札において、１回目の入札の最低価格を上回る金額の入札 

（３）低入札価格調査において失格とされた入札 

（開札）  

第８条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わ

せて行う。 

（保留） 

第９条 開札後、次の各号のいずれかに該当する場合においては、落札決定を行

なわず、入札を保留とする。 

（１）低入札価格調査制度における低入札価格等に関する調査が必要なとき 

（２）一般競争入札（事後審査型）における落札候補者の資格確認審査を実施す

るとき 

（３）発注者が特に必要と判断したとき 

（落札者の決定） 

第１０条 入札を行った者のうち、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低の

価格をもって入札した者を落札者とし、特に最低制限価格を設けない場合にお

いては、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

２ 委託業務に係る入札においては、予定価格及び最低制限価格の範囲内で最低

価格をもって入札した者を落札者とし、最低制限価格を設けない場合において



は、最低の価格をもって入札したものを落札者とする。 

第１１条 落札となるべき同価格又は同評価値の入札をした者が二人以上あると

きは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。 

２ 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるとき

は、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 

（再度入札）  

第１２条 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の価格の

入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 

２ 前項の場合において、再度入札の回数は、原則として１回までとする。 

３ 再度入札に参加できる者は、１回目の入札に参加した者で最低制限価格を下

回らない入札をした者とする。ただし、入札が無効になった者は、再度入札に

参加できないものとする。 

（契約の締結） 

第１３条 落札者は、落札決定の日７日以内に契約を締結しなければならない。

ただし、契約担当者の承諾を得て、この期間を延長することができる。 

２ 落札者が前項に規定する期間内に当該契約を締結しないときは、落札はその

効力を失う。 

（契約の保証） 

第１４条 工事又は製造の請負契約に係る落札者は、当該契約の締結と同時に、

次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、契約担当

者が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。 

（１）当該契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、

契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金

保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定

する保証事業会社をいう。）の保証 

（２）当該契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険

契約の締結 

（３）契約保証金の納付 

（４）契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の

１０分の１としなければならない。 

３ 第１項の規定により、落札者が同項第１号又は第５号に掲げる保証を付した

ときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、

同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除

する。 



（異議の申立て） 

第１５条 入札をした者は、入札後、この約款、図面、仕様書、契約書案、現場

等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

（その他） 

第１６条 契約担当者は、必要があるときは、入札参加者から入札金額見積内訳

書の提出を求めることができる。 

  



最低制限価格の設定について 

 

本工事における最低制限価格については、千葉県が発注する工事又は製造の請負に係る入札にお

いて、最低制限価格を設ける場合に準ずるものとし、建設工事等に係る最低制限価格制度実施要領

（平成２３年 ７月２９日制定、最終改正平成２９年３月２３日）の基準による。 

 

【最低制限価格の基準】 

最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額（１円未満切り捨て）の合計

額（ただし、その額が入札書比較価格（予定価格に１０８分の１００を乗じて得た額）に１００分

の９０を乗じて得た額を超える場合にあっては１００分の９０を乗じて得た額とし、合計額が入

札書比較価格に１００分の７０を乗じて得た額に満たない場合にあっては１００分の７０を乗じ

て得た額とする。）から千円未満を切り捨てたものに１００分の１０８を乗じて得た額を基準とし

て設けるものとする。 

（１） 直接工事費に１００分の９７を乗じて得た額 

（２） 共通仮設費に１００分の９０を乗じて得た額 

（３） 現場管理費に１００分の９０を乗じて得た額 

（４） 一般管理費等に１００分の５５を乗じて得た 

 

 

 

【算定方法についての留意事項】 

  

手順１ 『工事費の内訳からの算定』を行う。 

(1) 直接工事費の 100分の 97の額（1 円未満切り捨て） 

(2) 共通仮設費の 100分の 90の額（1 円未満切り捨て） 

(3) 現場管理費の 100分の 90の額（1 円未満切り捨て） 

(4) 一般管理費等の 100 分の 55 の額（1 円未満切り捨て） 

 

手順２ 『最低制限価格の範囲』を計算する。 

(1)［上限額］ 予定価格（税抜）の９０％（１円未満の端数を切り捨て） 

(2)［下限額］ 予定価格（税抜）の７０％（１円未満の端数を切り捨て） 

 

手順３ 『手順１の合計金額と手順２の価格の範囲を比較』を行う。 

(1) 手順１の額が手順２の上限額と下限額の範囲内の場合は、手順１の額を適用

し、千円未満の端数を切り捨てる。 

(2) 手順１の額が手順２の上限額を超える場合は手順２の上限額を適用し、手順

１の額が手順２の下限額に満たない場合は手順２の下限額を適用し、千円未満

の端数を切り捨てる。 

 

手順４『最低制限価格（税込）』の決定 

手順３で算出した価格に 108％を乗じたものを最低制限価格とする。 

 

手順５『最低制限価格（税抜）』の決定 

手順４で算定した価格の 108分の 100で算出したものを入札書比較価格とする。 

各項目の 

合計金額 

を計算。 



 



契約の保証について 
 
落札者等は、工事請負契約書（案）の提出時に、請負代金額の 10 分の 1 以上の額の

契約保証がなされていることが証明される次の(1)から(3)のいずれかの書類を提出し
なければならない。 
（１）金融機関等（金銭保証人）の「保証書」 
［注］ア 金銭保証人となれる者は次のとおりである。 

（ア）出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和 29 年法律第
195 号）に規定する金融機関である銀行，信託会社，保険会社，信用金庫，
信用金庫連合会，労働金庫，労働金庫連合会，農林中央金庫，商工組合中央
金庫，信用協同組合，農業協同組合，水産業協同組合，若しくはその他の貯
金の受入れを行う組合 

（イ）公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第２
条第４項に規定する保証事業会社 

イ 保証の債務の内容は，工事請負契約に基づく契約解除による違約金の支払い
を目的としたものであること。 

ウ 保証の相手方は「社会福祉法人児童愛護会」であること。 
エ 保証額は請負代金額の 10分の１以上であること。 
オ 保証期間が工期全体を含むものであること。 
カ 工事請負契約が変更（ 請負代金額， 工期） されるときは， 契約保証の内
容（保証金額，保証期間）の変更を行う。 

キ 保証債務の履行請求の有効期間が，保証期間経過後６ヶ月以上確保されてい
ること。 

ク 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除され，金融機関等から保証金が
支払われたときは，保証金は社会福祉法人児童愛護会が取得し，違約金に充当
される。 

（２）債務の履行を保証する「公共工事履行保証証券（履行ボンド）」 
［注］ア 公共工事履行保証証券とは，保険会社が，工事請負契約に関して請負者の債

務の履行を保証するものである。 
イ 公共工事履行保証証券の債権者（保証金受取人）が社会福祉法人児童愛護会
であること。 

ウ 保証金額は，請負代金額の 10分の１以上であること。 
エ 保証期間は，工期全体を含むものであること。 
オ 工事請負契約が変更（ 請負代金額， 工期） されるときは， 契約保証の内
容（保証金額，保証期間）の変更を行う。 

カ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除され，保険会社から保険金が支
払われたときは保険金は社会福祉法人児童愛護会が取得し，違約金に充当され
る。 

（３）債務の不履行により生ずる損害をてん補する「履行保証保険証券」 
［注］ア 履行保証証券とは，保険会社が債務不履行により生じた損害をてん補し，保

険金を支払うことを目的とする保険契約である。 
イ 履行保証保険は，「定額てん補方式」であること。 
ウ 履行保険の被保険者（保険金受取人）が社会福祉法人児童愛護会であること。 
エ 保証金額は，請負代金額の 10分の１以上であること。 
オ 保証期間は，工期全体を含むものであること。 
カ 工事請負契約が変更（ 請負代金額，工期の変更 ） されるときは， 契約保
証の内容（保証金額，保証期間）の変更を行う。 

キ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除され，保険会社から保険金が支
払われたときは保険金は社会福祉法人児童愛護会が取得し，違約金に充当され
る。 
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